
 

                              千葉県小中学校体育連盟ソフトテニス専門部 

地域クラブ活動加盟登録用紙 

（男子・女子）どちらかに丸をつけて下さい。 

チーム名  

チーム拠点場所名  

チーム拠点住所  

代表者名 氏名              （   才） 

代表者自宅住所  

代表者連絡先  

緊急連絡先  

FAX番号  

メールアドレス  

指導者（コーチ） 
（ベンチ入り予定者）年齢も明記 

 

 

登録選手（正式名称） 

 名前 学年 学校名 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

＊地域クラブ活動の参加資格を守ること。 

＊記載内容に変更がある場合はその都度、この用紙を送ること。      記入日（         ）               



  

ソフトテニス競技部 千葉県中学校ソフトテニス大会への地域クラブ活動の参加資格の特例について 

 

◎地域クラブ活動に所属する中学生 

（１）地域クラブ活動に所属し、千葉県小中学校体育連盟ソフトテニス専門部の大会に参加を認められた生徒で

あること。 

（２）千葉県中学校ソフトテニス大会の参加を希望する地域クラブ活動は以下の条件を具備すること。 

 ①千葉県中学校ソフトテニス大会の参加を認める条件 

  ア （公財）日本中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

  イ 生徒の年令及び修業年限が我が国の中学校と一致している（中学校に在籍している生徒であること）。 

  ウ 地域クラブ活動にあっては、日常継続的に代表者がおり、且つ指導資格（（公財）日本スポーツ協会公

認の「コーチ１」以上）を有する指導者の指導のもとに、適切に行われていること。 

    （ ただし、当該年度は取得中の者でも可とする ） 

  エ 『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和４年１２月

２７日スポーツ庁・文化庁発出）の「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」を遵守していること。 

  オ 千葉県小中学校体育連盟ソフトテニス専門部に加盟し、認定されていること。且つ、千葉県ソフトテニ

ス連盟にクラブチームとして登録し、選手も登録をされていること。 

加盟方法  

・提出書類：①「地域クラブ活動加盟登録用紙」 ２部 

②「千葉県中学校総合体育大会参加登録（認定）申請」 ２部 

・提出先 ：千葉県小中学校体育連盟ソフトテニス専門部 

       〒２７０－２２２２ 千葉県松戸市高塚新田３８０ 

         松戸市立第五中学校 川端和大まで 

        電話番号 ０４７－３９１－２１１０  FAX ０４７－３９１－８６３７ 

・提出期限：令和６年２月５日（月）～令和６年３月３１日（日） 

       ※地方公共団体（市町村）が設置する地域クラブ活動に関しては、 

令和６年４月３０日（火）を締切とする。 

       なお、４月以降の登録チームは、総合体育大会からの参加とする。 

＊登録に関しては、１年間有効とし、年度毎に更新することとする。 

   ＊代表者、指導者（コーチ）は他のチームの代表者、指導者（コーチ）にはなれない。 

  カ 地域クラブ活動で千葉県中学校ソフトテニス大会に参加する場合、在籍中学校での大会参加は認めな

い。その逆も同様である。 

  キ 選手の年度中の所属変更は認めない。春の選手権予選に出場した所属チームから総合体育大会に参加す

ること。（ただし、登録開始日の２月５日より以前に選手権予選を開催した支部はその限りでない） 

＊転校等によるやむを得ない事情での所属の移籍は認める。 

＊３年生の引退などで、ダブルスや、チーム（３人以下）が組めない場合、新人体育大会からの所属変更 

を認める。 

 ただし、この場合は（２）①オと同様に所定の用紙を令和５年７月１６日(火)～７月３１日(水)まで

に提出する。 

ク 大会において、競技役員や審判などの運営上必要な事項に協力すること。 

 

②千葉県中学校ソフトテニス大会に参加した場合に守るべき条件 

  ア 千葉県中学校ソフトテニス大会開催基準を守り、出場する大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会

の円滑な運営に協力すること。 

  イ 大会申込みは期日を守り提出し、監督会議等には代表者、もしくは指導者が必ず参加すること。 

  ウ 千葉県中学校ソフトテニス大会に参加に際して、地域クラブ活動においては、責任ある代表者・指導者

が生徒を引率すること。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対

策を立てておくこと。 

  エ 千葉県中学校ソフトテニス大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。 



  オ 団体競技における地域クラブ活動名での出場は１チームのみとする。 

（複数のチームの参加はできない） 

   

③参加を認めない場合 

  ア 千葉県中学校ソフトテニス大会参加申し込みに際して、参加条件に虚偽の内容が判明した場合は参加を 

認めない。  

  イ 申込み期日を過ぎたり、監督会議等に代表者、もしくは指導者が参加できない場合は参加を認めない。 

 

④転校、地域クラブ活動の移籍に伴う大会参加について 

  ア 同一年度の夏季大会（総合体育大会）参加については全競技を通じて１人１競技とする 

  イ 在籍学校で地区予選会参加後に移籍をした場合、移籍先での同一競技の出場は認めない。 

＊この特例は、令和６年度千葉県総合体育大会より適用する。また、千葉県小中学校体育連盟の各支部での予

選に参加する場合にも適用する。（令和６年度に関しては支部予選を行わない） 

＊この特例は、各支部で行われる千葉県中学校ソフトテニス大会の予選会に参加する場合にも適用する。 

＊千葉県中学校ソフトテニス大会とは総合体育大会（個人・団体）、新人体育大会（個人・団体）、選手権大

会（個人・団体）、U１３大会（個人）を示す。  

＊個人、団体戦ともに県大会に参加する出場数は、地域クラブ活動の参加数に応じて千葉県小中学校体育連盟

ソフトテニス専門部が定めることとする。 

＊この特例は、必要に応じて見直しを行っていくこととする。 

 

 


